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請求されたすべての請求期間について、期間の全部が➃年金事務所段階における訂正処理基準に該当する場合又は➄厚生年
金特例法施行規則第１条又は第22条に規定する場合に該当する場合は、請求者の同意の上、年金事務所段階で年金記録の訂
正を行う。

記録の訂正

年金事務所による
基準への当否確認

対象となる事案

該当

◎国民年金事案

◇関連資料がある事案
◇関連資料が無いが複数の積極的な周辺事情がある事案
◇災害等により被保険者記録が滅失している事案

◎厚生年金事案

◇ 不適正な遡及訂正事案の同僚に係る事案

◇ 不適正な遡及訂正事案の全喪日以後における遡及訂正処理
がある事案

◇ 不適正な遡及訂正処理の可能性がある３条件に該当する事案
◇ 災害等により被保険者記録が滅失している事案
◇ 被保険者名簿等に資格喪失年月日がない事案
◇ 軍歴証明書がある事案

◎ 脱退手当金事案

◇ 脱退手当金の支給事務に不適切な処理が窺える事案
◇ 支給日より前に脱退手当金未支給期間がある事案

◎厚生年金特例事案

◇ 賞与に係る保険料控除が確認できる事案
◇ 同一企業等内転勤に伴う未加入期間が発生している事案
◇ 勤務実態・保険料控除が確認できる事案

・
被
保
険
者
資
格
等
の
確
認

・
関
係
資
料
等
の
確
認

・
保
険
料
控
除
等
の
確
認

・
事
業
所
等
へ
の
確
認

・
雇
用
保
険
及
び
市
区
町
村
等
へ
の
確
認

・
不
訂
正
決
定
の
有
無
の
確
認

等

請求者の同意

不該当

あり

な
し

地方厚生局による
調査審議

➃年金事務所段階における訂正処理基準・要領（案）及び➄厚生年金特例法施行規則第１条又は第22条に規定
する場合に該当する場合の要領（案）の概要

2015/1/8
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年金事務所段階の記録回復基準全体像

請求内容に対応する関連資料が
ある場合
確定申告書（控）
家計簿
預貯金通帳等
預り証

H200428庁保険発第0428001号

請求内容に対応する関連資料が
ない場合

1年以下（現年度）
1年以下（現年度・過年度）
2年以下（現年度・過年度）
払出時点で過年度納付可能
同居親族同一納付

H211225庁保険発第1225002号

不適正な遡及訂正事案の同僚事
案
H200919庁保険発第0919001号
H201225庁保険発第1225004号

全喪日以後の遡及訂正事案
H201225庁保険発第1225003号

3条件該当事案（約6万9千件）
H211210庁保険発第1210001号

包括的意見を踏まえた年金事務所段階での記録回復基準
H230809厚生労働省発年0809第8号
H230818年機構発第8号
H230829年管発0829第2号

脱退手当金支給決定当時発行済
みの厚生年金被保険者証に支給
表示がない場合等
H211225庁保険発第1225001号

脱退手当金支給日以前に脱退手
当金の基礎とされていない厚生年
金被保険者期間がある場合
H220430年管管発0430第1号
H220430給付指2010-81

災害等により被保険者記録が滅失した場合における被保険者記録の回復基準
H220930年管管発0930第3号
H240401要領第100号
※確認申立てを要しない

国民年金法 厚生年金保険法

厚生年金特例法

資格喪失年月日が確認できない場
合における資格喪失年月日の設
定
H221214要領第81号
H240401要領第101号
H241026記対指2012-111
※確認申立てを要しない

軍歴証明書がある事案
H240329事企指2012-39

保
険
者
が
自
ら
作
成
し
た
回
復
基
準
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「社会保険庁等通知」及び「年金記録に係る確認申立てに関する事務処理要領 106 号」と「年金事務所段階における訂正処理基準・要領」の比較 

国民年金の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（関連資料あり事案）                                    ※ 内容の追加・変更に係るもののみ下線で示している。 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

○ 申立内容に対応する口座振替記録がある預貯金通帳や金融機

関の出金記録がある場合 

○ 申立内容に対応する確定申告書（控）がある場合 

 

○ 申立内容に対応する家計簿がある場合 

 

 

◇ 対象となるもの 

省 略 

◇ 以下の場合には、上記記録訂正の対象外とする。 

・ 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあ

ったと確認される申立ての場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 預貯金通帳又は金融機関の出金記録に、申立期間全体に

対応する国民年金保険料の口座振替記録があるもの 

○ 確定申告書（控）がある場合であって、次のすべての要件を

満たすもの 

○ 家計簿がある場合であって、次のすべての要件を満たすも

の 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

① 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあった

と確認される申立ての場合。 

具体的には、 

オ その他納付することが困難な状況にあったと確認される場 

合 

 例えば以下の場合が考えられる。 

ａ 上記ア～エの場合以外であって、申立期間について納付

書が発行されていないと考えられる場合 

 

 

ｂ 納付したと主張する時期において免除の記録がある場合 

ｃ 当時の運用上、納付できない方法や納付できない場所で

納付したと主張する場合（口座振替制度開始前に口座振

替で納付したと主張する場合等） 

 

 

 

 

○ 既に総務大臣からの記録訂正が不要である旨の決定が行わ

れている事案（非あっせん事案。一部あっせん事案を含む。）に

ついての再申立てである場合 

 

 

 

 

 

 

 

○ 申立期間に対応する国民年金保険料の口座振替記録があ

る預貯金通帳又は金融機関の出金記録がある場合 

○ 申立期間に対応する確定申告書（控）があり、次の全ての

要件に該当する場合 

○ 申立期間に対応する家計簿があり、次の全ての要件に該当

する場合 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

イ 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあった

と確認される次の（ア）から（オ）までのいずれかの要件に該当

する場合 

（オ） その他納付することが困難な状況にあったと確認される場

合 

    例えば次のⅰからⅳまでのいずれかに該当する場合が考

えられる。 

ⅰ （ア）から（エ）までに該当しないものであって、申立期間に

ついて納付書が発行されていないと考えられるもの（預かり

証に係る事案に該当する場合を除く。） 

ⅱ 納付したと主張する時期において免除の記録があるもの 

ⅲ 申立期間当時の運用上、納付できない方法や納付でき

ない場所で納付したと主張しているもの（口座振替制度開

始前に口座振替で納付したとする主張するもの等。） 

ⅵ 20 歳到達前の期間や昭和 61 年３月以前に日本国外に

居住していたなど、制度上国民年金の被保険者となり得な

い期間に係る保険料の納付を申立しているもの 

 

○ 年金事務所段階における訂正処理対象外要件 

既に厚生労働大臣等又は総務大臣から年金記録の訂正をし

ない旨の決定が行われている事案等についての申立てである場

合は、年金事務所段階における記録訂正の対象外であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付することが困難な状況につ

いての具体的なものを総務省の

記録回復基準整理票を参考に追

加しました。 

 

基準の要件に該当しないもので

はないので、訂正処理基準不該

当要件とは別に年金事務所段階

における訂正処理対象外要件と

いう項目を設け、そこに明示する

ようにしました。 

第三者委員会送付前の社会保険事務所段階 

における処理の促進について H20.4 

年金記録に係る確認申立てに関する事務処理 

要領 106 号 H24.8 
年金事務所段階における訂正処理基準・要領 
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○ 預り証のある申立てについて 

 

 

◇ 対象事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

② 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあ

ったと確認される申立ての場合 

オ その他納付することが困難な状況にあったと確認される

場合  

 

 

 

 

 

 

  

○ 未納・未加入期間に対する保険料納付の申立てであって、

申立人が申立期間の全てについて、次の全ての要件を満た

す納付組織の預り証（納付組織等の代表者等が発行した保

険料を領収した仮領収書など。）を所持しているもの 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

① 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあった

と確認される申立ての場合。 

具体的には、 

オ その他納付することが困難な状況にあったと確認される場 

 合 

 例えば以下の場合が考えられる。 

ａ 上記ア～エの場合以外であって、申立期間について納付

書が発行されていないと考えられる場合 

ｂ 納付したと主張する時期において免除の記録がある場合 

ｃ 当時の運用上、納付できない方法や納付できない場所で

納付したと主張する場合（口座振替制度開始前に口座振

替で納付したと主張する場合等） 

 

 

 

○ 未納・未加入期間に対する保険料納付の申立てであって、

申立人が申立期間のすべてについて、次のすべての要件を

満たす納付組織の預かり証（納付組織等の代表者等が発行

した保険料を領収した仮領収書など）を所持している場合 

 

 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

イ 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあった

と確認される次の（ア）から（オ）までのいずれかの要件に該当

する場合 

（オ） その他納付することが困難な状況にあったと確認される場

合 

    例えば次のⅰからⅳまでのいずれかに該当する場合が考

えられる。 

ⅰ （ア）から（エ）までに該当しないものであって、申立期間に

ついて納付書が発行されていないと考えられるもの（預かり

証に係る事案に該当する場合を除く。） 

ⅱ 納付したと主張する時期において免除の記録があるもの 

ⅲ 申立期間当時の運用上、納付できない方法や納付でき

ない場所で納付したと主張しているもの（口座振替制度開

始前に口座振替で納付したとする主張するもの等。） 

ⅵ 20 歳到達前の期間や昭和 61 年３月以前に日本国外に

居住していたなど、制度上国民年金の被保険者となり得な

い期間に係る保険料の納付を申立しているもの 

 

（以下他の基準においても当該項

目がある場合は同様に変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付することが困難な状況につ

いての具体的なものを総務省の

記録回復基準整理票を参考に追

加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

国民年金に係る年金記録の確認申立てにおける 

年金事務所段階での記録回復について  H23.9 
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国民年金の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（関連資料なし事案） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

○ 現年度納付の申立てであって、未納期間が短期間であ

り、かつ納付を認める積極的な事情がある場合 

◇ 対象となるもの 

省 略 

◇ 以下の場合には、上記記録訂正の対象外とする。 

省 略 

 

 

 

 

○ 現年度・過年度納付を問わず、１年以下の未納期間に対

する保険料納付の申立てであって、次のすべての要件を

満たすもの 

○ 現年度・過年度納付を問わず、２年以下の未納期間に対

する保険料納付の申立てであって、次のすべての要件を

満たすもの 

◇ 対象事案 

   省 略 

◇ 対象外となる事案 

③ 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあ

ったと確認される申立ての場合 

 オ その他納付することが困難な状況にあったと確認される

場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ １年以下の未納期間に対する現年度保険料の納付の申立

てであって、次のすべての要件を満たすもの 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

省 略 

 

 

 

 

○ 現年度・過年度納付を問わず、１年以下の未納期間に対す

る保険料納付の申立てであって、次のすべての要件を満たす

もの 

○ 現年度・過年度納付を問わず、２年以下の未納期間に対す

る保険料納付の申立てであって、次のすべての要件を満たす

もの 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

① 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあった

と確認される申立ての場合。 

具体的には、 

オ その他納付することが困難な状況にあったと確認される場     

 合 

 例えば以下の場合が考えられる。 

 

ａ 上記ア～エの場合以外であって、申立期間について納付

書が発行されていないと考えられる場合 

 

ｂ 納付したと主張する時期において免除の記録がある場合 

ｃ 当時の運用上、納付できない方法や納付できない場所で

納付したと主張する場合（口座振替制度開始前に口座振

替で納付したと主張する場合等） 

ｄ 過年度の国民年金保険料を市町村に納付したと主張す

るもの 

ｅ 過年度の国民年金保険料を納付書によらない方法で納

 

 

 

○ １年以下の未納期間に対する現年度の保険料納付に係る

事案であって、次の全ての要件に該当する場合 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

省 略 

 

 

 

 

○ 現年度・過年度納付を問わず、１年以下の未納期間に対す

る保険料納付に係る事案であって、次の全ての要件に該当す

る場合 

○ 現年度・過年度納付を問わず、２年以下の未納期間に対す

る保険料納付に係る事案であって、次の全ての要件に該当す

る場合 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

ウ 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあった

と確認される次の（ア）から（オ）までのいずれかの要件に該当

する場合 

（オ） その他納付することが困難な状況にあったと確認される場

合 

     例えば次のⅰからⅵまでのいずれかに該当する場合が考え

られる。  

ⅰ （ア）から（エ）までに該当しないものであって、申立期間に

ついて納付書が発行されていないと考えられるもの（預かり

証に係る事案に該当する場合を除く。） 

ⅱ 納付したと主張する時期において免除の記録があるもの 

ⅲ 申立期間当時の運用上、納付できない方法や納付でき

ない場所で納付したと主張しているもの（口座振替制度開

始前に口座振替で納付したとする主張するもの等。） 

ⅳ 過年度の国民年金保険料を市町村に納付したと主張す

るもの 

   ⅴ 過年度の国民年金保険料を納付書によらない方法で納

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年金記録に係る確認申立てに関する事務処理 

要領 106 号 H24.8 
年金事務所段階における訂正処理基準・要領 

第三者委員会送付前の社会保険事務所段階 

における処理の促進について H20.4 

国民年金に係る年金記録の確認申立てにおける 

年金事務所段階での記録回復について H21.12 
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国民年金の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（災害等により被保険者記録が滅失した場合） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 過年度納付が可能な期間に係る申立てについて 

 

○ 同居親族の国民年金保険料が納付済である場合の申

立て 

◇ 対象事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

② 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあ

ったと確認される申立ての場合 

 オ その他納付することが困難な状況にあったと確認される

場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

付したと申し立てているもの 

 

 

 

 

○ 未納期間に対する過年度の保険料納付の申立てであって、

次の全ての要件を満たすもの 

○ 現年度・過年度納付を問わず、未納期間に対する保険料納

付の申立てであって、次の全ての要件を満たすもの 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

① 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあった

と確認される申立ての場合。 

具体的には、 

オ その他納付することが困難な状況にあったと確認される場     

 合 

 例えば以下の場合が考えられる。 

 

ａ 上記ア～エの場合以外であって、申立期間について納付

書が発行されていないと考えられる場合 

 

ｂ 納付したと主張する時期において免除の記録がある場合 

ｃ 当時の運用上、納付できない方法や納付できない場所で

納付したと主張する場合（口座振替制度開始前に口座振

替で納付したと主張する場合等） 

ｄ 過年度の国民年金保険料を市町村に納付したと主張す

るもの 

ｅ 過年度の国民年金保険料を納付書によらない方法で納

付したと申し立てているもの 

 

 

付したと申し立てているもの 

ⅵ 20 歳到達前の期間や昭和 61 年３月以前に日本国外に

居住していたなど、制度上国民年金の被保険者となり得な

い期間に係る保険料の納付を申立しているもの 

 

○ 未納期間に対する過年度の保険料納付に係る事案あって、

次の全ての要件に該当する場合 

○ 現年度・過年度納付を問わず、未納期間に対する保険料納

付に係る事案であって、次の全ての要件を満たすもの 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

ウ 制度及び記録等により、納付を行うことが困難な状況にあった

と確認される次の（ア）から（オ）までのいずれかの要件に該当

する場合 

（オ） その他納付することが困難な状況にあったと確認される場

合 

    例えば次のⅰからⅵまでのいずれかに該当する場合が考

えられる。 

ⅰ （ア）から（エ）までに該当しないものであって、申立期間に

ついて納付書が発行されていないと考えられるもの（預かり

証に係る事案に該当する場合を除く。） 

ⅱ 納付したと主張する時期において免除の記録があるもの 

ⅲ 申立期間当時の運用上、納付できない方法や納付でき

ない場所で納付したと主張しているもの（口座振替制度開

始前に口座振替で納付したとする主張するもの等。） 

ⅳ 過年度の国民年金保険料を市町村に納付したと主張す

るもの 

   ⅴ 過年度の国民年金保険料を納付書によらない方法で納

付したと申し立てているもの 

ⅵ 20 歳到達前の期間や昭和 61 年３月以前に日本国外に

居住していたなど、制度上国民年金の被保険者となり得な

い期間に係る保険料の納付を申立しているもの 

 

 

納付することが困難な状況に

ついての具体的なものを総務省

の記録回復基準整理票を参考に

追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付することが困難な状況に

ついての具体的なものを総務省

の記録回復基準整理票を参考に

追加しました。 

国民年金に係る年金記録の確認申立てにおける 

年金事務所段階での記録回復について H23.9 

災害等により厚生年金保険及び国民年金の被保 

険者期間等に係る記録が滅失した場合における資 

格記録等の回復基準について H22.9 

災害等により被保険者記録が滅失した場合に 

おける被保険者記録の回復基準の事務取扱 

要領 100 号 H24.4 

年金事務所段階における訂正処理基準・要領 
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◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

 

厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（不適正な遡及処理事案の同僚事案） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

◇ 該当する事案 

省 略 

◇ 該当しない事案 

○ 法人の役員を除く。 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

① 申立人が当該法人の役員（事業主を含む。）であった場合 

② 事業主から遡及して標準報酬月額を引き下げる又は保険

料を控除していない等の説明を受け、申立人がそれに同意し

ていたこと（申立人が社会保険事務を自ら担当し関与してい

たことを含む。）が確認できる場合 

 

 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

○ 年金事務所段階における訂正処理対象外要件 

ア 申立人が当該法人の役員（事業主を含む。）であった場合 

イ 事業主から遡及して標準報酬月額を引き下げる等の説明を

受け、申立人がそれに同意していたこと（申立人が社会保険

事務を自ら担当し関与していた場合を含む。）が確認できる

場合 

 

 

 

 

 

基準の要件に該当しないもので

はないので、訂正処理基準不該

当要件とは別に年金事務所段階

における訂正処理対象外要件と

いう項目を設け、そこに明示する

ようにしました。 

（以下他の基準においても当該項

目がある場合は同様に変更） 

 

厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（全喪年月日以降に遡及訂正処理がある事案） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

◇ 該当する事案 

省 略 

◇ 該当しない事案 

省 略 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

省 略 

 

 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

省 略 

 

 

厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（不適正な遡及訂正処理の可能性がある抽出３条件に該当する事案） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

 

◇ 該当する場合 

省 略 

◇ 該当しない場合 

省 略 

 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

省 略 

 

 

 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

省 略 

 

年金記録に係る確認申立てに関する事務処理 

要領 106 号 H25.5 
年金事務所段階における訂正処理基準・要領 

あっせん事案に係る事業所と同一事業所に同一時期 

に勤務していた者の年金記録の訂正について  H20.9 

厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の 

可能性のある記録の訂正について  H20.12 

年金記録に係る確認申立てに関する事務処理 

要領 106 号 H24.8 
年金事務所段階における訂正処理基準・要領 

厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の 

可能性のある記録に係る社会保険事務所段階で 

の回復について  H21.12 

年金記録に係る確認申立てに関する事務処理 

要領 106 号 H24.8 
年金事務所段階における訂正処理基準・要領 
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厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（本人が請求したとは考えがたい、又は支給事務に不適切な処理が窺える脱退手当金） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

省 略 

 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

省 略 

 

 

 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

省 略 

 

 

厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（支給日より前に脱退手当金未支給期間がある脱退手当金） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

省 略 

 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

◇ 対象外となる事案 

省 略 

 

 

 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

省 略 

 

 

厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（災害等により被保険者記録が滅失した場合） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

 

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

 

 

 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

厚生年金保険の脱退手当金に係る年金記録の 

確認申立てにおける社会事務所段階での記録 

回復について  H21.12 

年金記録に係る確認申立てに関する事務処理 

要領 106 号 H24.8 
年金事務所段階における訂正処理基準・要領 

厚生年金保険の脱退手当金に係る年金記録の 

確認申立てにおける社会事務所段階での記録 

回復について  H22.4 

年金記録に係る確認申立てに関する事務処理 

要領 106 号 H24.8 
年金事務所段階における訂正処理基準・要領 

災害等により厚生年金保険及び国民年金の被保 

険者期間等に係る記録が滅失した場合における資 

格記録等の回復基準 H22.9 

年金事務所段階における訂正処理基準・要領 
災害等により被保険者記録が滅失した場合に 

おける被保険者記録の回復基準の事務取扱 

要領 100 号 H24.4 
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厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（紙台帳が存在するものの、当該紙台帳等の記載からは資格喪失年月が確認できない場合） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

  

 

 

 

◇ 対象となる事案 

省 略 

 

 

 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

 

 

厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（軍歴証明書がある事案） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

  

 

 

◇ 積極的要件 

省 略 

◇ 消極的要件 

省 略 

 

 

 

◇ 訂正処理基準該当要件 

   省 略 

◇ 訂正処理基準不該当要件 

省 略 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紙台帳等が存在するものの、当該紙台帳等の記載からは 

資格喪失年月日が確認できない場合における資格喪失年 

月日の設定手順（諸規定によらない定め） H24.10 

年金事務所段階における訂正処理基準・要領 

軍歴証明書がある事案に係る厚生年金保険の記録 

回復要領について（指示・依頼） H24.3 
年金事務所段階における訂正処理基準・要領 
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厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準・要領（厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第１条又は第 22 条に規定する場合） 

社会保険庁・厚生労働省 日 本 年 金 機 構 厚 生 労 働 省 年 金 局 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

省 略 

 

 

 

 

 

 

 

省 略 

 

 

 

 

 

 

   省 略 

 

 

 

 

厚生年金特例法に基づく総務省年金記録確認第三者

委員会による意見（包括的意見） を踏まえた年金事務

所段階での記録回復について H23.8 

年金記録に係る確認申立てに関する事務処理 

要領 107 号 H24.8 
（年金事務所段階における訂正処理基準・要領） 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の 

特例等に関する法律施行規則第１条及び第 22 条 
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厚生年金特例法に基づく年金事務所段階での記録訂正に係る厚生労働省令について 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成19年法律第131号） 
 
第一条 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担す
べき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでな
い場合（未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確
認の請求又は同法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場
合に限る。）に該当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行うこ
とができる。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りで
ない。 

３ ～ ９  （略） 

    附 則 

第三条 

２ 旧船員保険法その他前項の厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労
働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、同項の厚生労働省令で定める場合に該当
すると認められる場合とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。 

○ 厚生年金特例法においては、年金事務所段階での記録訂正基準を同法第１条第２項の厚生労働省令で定
めることとしているが、旧船員保険法、旧農林共済法の受給権者についての年金事務所段階での記録訂正
基準は、同法附則第３条第２項の厚生労働省令で定めることとなっている。 

 

○ これらの厚生労働省令は、総務省年金記録確認中央第三者委員会の包括的意見の３事案（賞与事案、同
一企業等内転勤事案、申立てに関連する資料がある一般的事案）と同様のものを定めることを基本とするが、
旧船員保険法、旧農林共済法の受給権者については、申立てに関連する資料がある一般的事案と同様の
もののみ定めることとする。 
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厚生年金特例法第１条第１項に規定する場合に該当する
事案等に関する意見（平成２３年６月１４日年金記録確認中
央第三者委員会）

旧船保、旧農林

（１）賞与事案

給与明細書又は賃金台帳等により、平成１５年４月以降の
厚生年金保険の被保険者期間に支払われた賞与について
申立に係る保険料が控除されている事案

×

（２）同一企業等内転勤事案

同一企業グループ内の事業所間における転勤に伴い、旧
事業所における資格喪失から新事業所での資格取得までの
間に１ケ月間の被保険者期間の空白があり、一定の要件に
該当する事案

×

（３）申立てに関連する資料がある一般的事案

申立期間中に申立人の勤務した事業所が、適用事業所で
あり、かつ、勤務実態があるとともに給与から保険料が控除
されていることが給与明細書又は賃金台帳により確認できる
事案

○

厚生年金特例法の年金事務所段階の記録訂正処理基準における旧船保、旧農林の取扱い

旧船員保険、旧農林の受給権者については、それぞれ
昭和６０年改正、平成１３年改正前に受給権の発生した
者なので、賞与事案は存在しない。

中央第三者委員会の意見の同一企業等内転勤事案の
考え方は、厚生年金制度間の転勤を想定しているもので
あり、当該意見を発出するに当たり中央第三者委員会で
分析した転勤事案もすべて厚生年金制度間の事案で
あったことから、旧船保、旧農林についての転勤事案が、
年金事務所段階で記録訂正してよい事案であるとは言
えない。

給与から保険料が控除されていることが直接的資料で確
認できる場合は、厚年に限らず、旧船保、旧農林におい
ても、厚生年金特例法事案であることが明確な事案であ
り、中央第三者委員会の意見も年金事務所段階で記録
訂正できることを前提に発出されている。

 12



厚生年金特例法施行規則の改正案 年金記録確認第三者委員会の包括的意見

（法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合）

第一条 （略）

一 事業主が厚生年金保険法第八十四条第二項の規定により当該被保険者の負

担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した事実が明らかであるこ

とを確認するに足る資料がある場合

（１）賞与事案

申立人の事案が、給与明細書又は賃金台帳等に

より、平成15年４月以降の厚生年金保険の被保険
者期間に支払われた賞与について申立てに係る保

険料が控除されていることが確認できる場合

二 次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該当する場合

イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合
(1) 当該被保険者が、対象事業所（当該被保険者を使用していた事業主の適用
事業所をいう。以下この号及び第三号において同じ。）から特定事業所（当該

被保険者を使用していた事業主と密接な関係にある事業主の適用事業所をい

う。以下この号において同じ。）に異動させられた場合であって、かつ、当該対

象事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該特定事業所に

係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が一月である場合

(2) 当該被保険者が、特定事業所から対象事業所に異動させられた場合であっ
て、かつ、当該特定事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当

該対象事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が一月

である場合

ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合
(1) 当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を
使用していた事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合

（２）同一企業等内転勤事案

申立人の事案が、同一企業グループ内の事業所

間における転勤に伴い、旧事業所における資格喪

失から新事業書での資格取得までの間に１ヶ月間

の被保険者期間の空白がある場合において、次の

ア及びイに該当するとき。

ア 勤務の継続

人事記録・人事カード・出勤簿等により、申立期

間中、新旧いずれかの適用事業所（法律上の適用

事業所要件を満たす未適用事業所を含む。）におい

て勤務していたことが確認できるとき

又は

事業主が「申立期間中、申立人が新旧いずれか

の事業所において勤務していた」旨の供述を行った

とき

厚生年金特例法施行規則（案）と総務省年金記録確認第三者委員会の包括的意見との比較
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(2) 当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者
を使用していたことを認めている場合

ハ 当該被保険者を使用していた事業主が、厚生年金保険法第八十四条第一項

又は第二項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除したことを認

めており、かつ、法第二条第一項の規定により特例納付保険料（同条第二項に

規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。）を納付する意思を表示している場

合

イ 保険料の控除

事業主が、「申立期間中に保険料も控除してい

た」旨の供述を行い、特例納付保険料の納付に同

意している場合

三 事業主が当該被保険者を使用していた事実及び当該事業主が厚生年金保険法

第八十四条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料に相当する

額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合

（３）申立てに関連する資料がある一般的事案（（１）（賞

与事案）及び（２）（同一企業等内転勤事案）に該当

するものを除く。）

申立人の事案が、申立期間中に申立人の勤務し

た事業所が、申立期間当時、適用事業所（法律上

の適用事業所要件を満たす未適用事業所を含

む。）であり、かつ、勤務実態があるとともに給与か

ら保険料が控除されていることが当該申立期間に

ついて給与明細書又は賃金台帳等により確認でき

る場合

【旧船員保険法、旧農林共済関係】

（法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合）

第二十二条 法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で

定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、請求期間につ

いて、旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者又は農林漁業団体が旧船員保

険法による船員保険の被保険者又は旧農林共済組合（平成十三年統合法附則第

二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。）の組合員を使用してい

た事実及び当該船舶所有者又は当該農林漁業団体が旧船員保険法第六十二条第

一項又は旧農林共済法第五十六条第二項の規定により当該被保険者又は当該組

合員の負担すべき保険料又は掛金に相当する金額を控除した事実が明らかであ

ることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該被保険者に係る

旧船員保険法第六十一条の保険料又は当該組合員に係る旧農林共済法第五十六

条第一項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合とする。
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